
よろず支援拠点伴走支援事業（岡山県よろず支援拠点） 募集要項 

１ 事業趣旨 

 中小企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、経営の方向性を見極めるこ

とが徐々に難しくなっています。こうした不確実性の高い時代において、生産性

向上、事業継続、販路拡大等を実現していくためには、経営力を高めることが必

要です。 

 本事業においては、この経営力向上のため、課題設定から課題解決の取組まで

の伴走支援を行います。伴走支援に当たっては、本事業終了後も継続して事業者

が成長するため、組織全体の経営力の底上げにつながる課題解決の取組を目指

します。 

 

２ 支援内容 

 経営者が認識している課題について、公益財団法人岡山県産業振興財団（以下、

「財団」という）が第三者的視点で整理を行った上で、専門家等から構成される、

課題解決のための伴走支援チームを構築し、支援事業者内での課題の明確化や

共有及び課題解決のための取組を支援することで、事業者の経営力の向上につ

なげます。 

 

３ 支援対象者 

 岡山県内に事業所等を有する中小企業者（中小企業等経営強化法第２条第１

項）または特定事業者の一部（同法第２条第５項第１～４号）であること。 

ア 中小企業者 

資本金または従業員数が下記の表の数字以下となる会社または個人であること。 

業種 資本金 従業員数 

製造業、建設業、運輸業、旅行業 3 億円 300 人 

卸売業 1 億円 100 人 

サービス業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く） 
5,000 万円 10 人 

小売業 5,000 万円 50 人 

ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業

用ベルト製造業を除く） 

3 億円 900 人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3 億円 300 人 

旅館業 5,000 万円 200 人 

その他の業種（上記以外） 3 億円 300 人 

 



イ 特定事業者 

資本金または従業員数が下記の表の数字以下となる会社または個人のうち、資

本金の額または出資の総額が１０億円未満であること。 

業種 従業員数 

製造業、建設業、運輸業 500 人 

卸売業 400 人 

サービス業又は小売業 

（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く）  
300 人 

その他の業種（上記以外） 500 人 

 

４ 費用負担 

本事業の実施のために要する伴走支援チーム内の専門家等に関する経費（謝

金および旅費等）について、財団が依頼する範囲内においては、財団が支給する

こととし、原則として事業者の負担は不要です。 

課題解決の取組に必要なその他の経費については事業者側の負担となります。 

 

５ 申請方法 

（１）提出書類 

 下記の書類を公募期間内に財団にメールにて提出してください。 

①申請書（様式第１） 

②決算書（直近２期分） 

（法人の場合） 

決算書（貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費内訳書・製造原価報告

書又は完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・個別注記表・付属明細）、

償却資産台帳、法人事業概況説明書 

（個人事業主の場合） 

所得税の確定申告書一式 

③その他参考となる書類（会社のパンフレット、事業計画書等） 

 

（２）提出先 

〒701-1221 岡山市北区芳賀 5301（テクノサポート岡山１Ｆ） 

(公財)岡山県産業振興財団 経営支援部 よろず支援拠点 担当：永瀬 

ＴＥＬ：086-286-9667 ＦＡＸ：086-286-9627  

Email：info@yorozu-okayama.go.jp 

 

（３）公募期間 

令和５年４月３日（月）～令和５年４月２８日（金）１７時必着 



 

６ 支援先事業者選定方法 

（１）書面審査 

 公募期間中に申請があった事業者について、財団が書面審査を行います。 

 

（２）プレゼン審査 

 書面審査で選考された事業者について、選定委員会において事業者がプレゼ

ンを実施する面談形式で審査を行い、支援先事業者を選定します。 

 

（３）審査項目 

 審査は下記の観点から行います。 

①現状維持や単なるコロナ禍前の状態への改善ではなく、成長が期待される中

長期的な経営視点を有しており、かつそのために取り組むことが必要な課題を

認識できていること。 

②伴走支援チームの支援効果が得られるよう、経営者をリーダーとして構成さ

れたチームが支援者と密な連携を図ることができ、事業の実現可能性があるこ

と、また、課題は支援可能なものであること。 

③経営者だけでなく、主体的に取り組む従業員がおり、フォローアップ支援機関

を有するなど、本事業終了後も取組が根付く組織体制になっていること。 

④直近の財務状況から、事業が適切に遂行できると期待されること。 

 

７ その他の留意事項 

（１）事業者の義務 

支援先事業者は下記の義務に対して責任をもって対応していただく必要があ

ります。 

①当事業が円滑かつ効果的に実施できるよう、伴走支援チームからの依頼に対

して、協力精神をもって実施すること。 

②事業終了後は成果報告会にて財団に成果の報告をすること。 

 

（２）支援成果の公表 

本事業を通じて行った支援の内容について、他の事業者や支援機関等に対す

る伴走支援の意義の普及啓発のため、各種報告会等を通じて広く公表させてい

ただく場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

８ スケジュール（予定） 

公募開始       ・・・令和５年４月３日（月） 

公募締切       ・・・令和５年４月２８日（金）１７時必着 



 書面審査結果通知   ・・・令和５年５月中旬 

 プレゼン審査     ・・・令和５年５月下旬 

 支援先事業者決定通知 ・・・令和５年５月下旬 

 伴走支援開始     ・・・令和５年６月以降 

 伴走支援終了     ・・・令和６年２月下旬 

  

※上記スケジュールは目安であり、課題の内容等によっては支援期間が異な

ります。 

※伴走支援期間中における、伴走支援チームの派遣回数（打ち合わせを含む）

は専門家一人当たり６回程度を想定しています。 


